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掲 示
令和５・６年度

災害時における富山河川国道事務所所管施設等の

緊急的な災害応急対策業務に係る技術資料の公募について

標記について、下記により技術資料を公募する。

なお、技術資料が提出されても、記２．の「技術資料の提出を求める対象者」以外の者

及び記３．(3)－1)の「欠格要件」のある者については、協定締結の相手方として指名しな

いものとする。また、多数の応募者がある場合は、記３．(3)－2)の「技術的要件等」を審

査して、協定締結の相手方として指名しないことがある。

令和 ５年 １月２４日

北陸地方整備局

富山河川国道事務所長

田 村 毅

記

１．業務概要
(1) 業 務 名 令和５・６年度災害時における富山河川国道事務所所管施設等の

緊急的な災害応急対策業務

(2) 業務場所 富山河川国道事務所管内（別紙－１に示す２１区域）

(3) 業務内容 本業務は、河川管理者が災害時における富山河川国道事務所所管施

設等（別紙－１に示す２１区域）の緊急的な災害応急対策業務に関す

る支援を本公募により締結する協定に基づき実施するものである。

(4) 工 期 令和 ５年４月１日から令和 ７年３月３１日まで

(5) そ の 他 待機指示を行った場合の待機補償を行う。

２．技術資料の提出を求める対象者
次の全ての条件を満たさなければならない。

(1) 予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）第70条及び第71条の規定に該

当しない者であること。

(2) 北陸地方整備局（港湾空港関係事務に関することを除く。）における令和５・

６年度一般競争参加資格者で一般土木工事Ｂ又はＣ等級の認定を受けていること。

なお、上記認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することが

出来る。この場合においては、２．（１）及び（３）から（９）までに掲げる条

項を満たしており、かつ技術審査時に、２．（２）に掲げる北陸地方整備局（港

湾空港関係事務に関することを除く。）における令和５・６年度一般競争（指名

競争）参加資格の定期受付において、希望工種区分を一般土木工事として申請し

ていることとする。なおその場合、受理されていることが確認できる書類の写し
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を提出すること。なお、令和５年４月１日時点において、上記申請に対して認定

を受けていなければならない。

（会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされて

いる者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者については、手続開始の決定後、北陸地方整備局長が別に定める

手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。）。

(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に

基づき再生手続開始の申立てがなされている者（上記(2)の再認定を受けた者を除

く。）でないこと。

(4) 一般土木工事Ｂ又はＣ等級にあっては、富山県東部地域は富山土木センター管

内、富山県西部地域は高岡又は砺波土木センター管内に建設業法に基づく「土木

一式工事」の許可を受けた本社を有すること。

なお、経常建設共同企業体にあっては、全ての構成員が、上記の要件を満たし

ていること。

(5) 平成２０年度以降に元請として完成した工事で、富山河川国道事務所発注の次

の工事の施工実績を有すること。ただし、評定点合計が６５点未満のものを除く。

河川工事における築堤工事、護岸工事、根固工事、樋門・樋管工事、堰工事、

揚排水機場工事。

(6) 建設共同企業体の実績をもって単体として応募する場合は、出資比率が２０％

以上の場合のものに限る。

(7) 単体の実績をもって経常建設共同体で応募する場合は、出資比率が２０％以上

の場合のものに限る。

(8) 技術資料の提出期限日から協定締結の時までの期間に、北陸地方整備局長から

工事請負契約に係る指名停止等の措置要領（昭和59年3月29日付け建設省厚第91

号）に基づく指名停止の措置を受けていないこと。

(9) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる

ものとして、国土交通省発注の公共事業等から排除要請があり、当該状態が継続

している者でないこと。

３．技術資料の作成及び提出
(1) 技術資料作成要領の入手方法

交付方法： 次の交付場所・交付期間に資料を交付する。

交付場所： 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 工務第一課

〒930-8537 富山県富山市奥田新町２－１

TEL 076-443-4709（直通） 内線 311

交付期間： 令和５年１月２４日（火）から令和５年２月１５日（水）までの午

前９時から午後４時までとする。

ただし、行政機関の休日に関する法律（昭和６３年法律第９１号）

第１条に規定する行政機関の休日（以下「休日」という｡)は交付しな

い。
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(2) 技術資料の作成及び提出方法

技術資料作成要領に示す様式及び留意事項に基づき作成する。

受付期間： 令和５年２月１３日（月）から令和５年２月１５日（水）までの２

日間とし、午前９時から午後４時までとする。

受付場所： 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 工務第一課

〒930-8537 富山県富山市奥田新町２－１

TEL 076-443-4709（直通） 内線 311

提出方法： 提出部数は１部とし、持参するものとする。（郵送、託送又は電送

による提出は認めない。）

(3) 技術資料等の審査事項

提出された資料等により、次の事項について審査し、別紙－２の技術審査基準を

基に選定する。

1) 欠格要件

ａ 不誠実な行為 (a)指名停止 (b)契約違反 (c)一括下請等 (d)排除要請

ｂ 経営状況

ｃ 安全管理

ｄ 労働福祉

ｅ 工事成績

ｆ 令和５・６年度一般競争参加資格者（令和５・６年度一般競争（指名競

争）参加資格確認申請書受理者含む）で一般土木工事Ｂ及びＣ等級以外

2) 技術的要件等

ａ 技術的特性 (a)施工実績 (b)技術者評価

ｂ 地理的条件

ｃ 出動所要時間

ｄ 常用労務者数及び建設資機材等

ｅ その他 (a)安全、労働福祉

他の区域で協定締結の相手方として指名された場合は、協定締結を辞退すること

ができる。この場合、上記３．(3) -2)の「技術的要件等」の審査で次点の者を指名

する。

４．その他
(1) 提出された技術資料は返却しない。ただし、資料の撤回は技術資料の提出期限から

起算して７日（「休日」は含まない｡)以内とする。この場合これらを理由に以降の指

名等について不利益な取扱いはしない。

(2) 技術資料に関する問い合わせ先

北陸地方整備局 富山河川国道事務所 工務第一課

〒930-8537 富山県富山市奥田新町２－１

TEL 076-443-4709（直通） 内線 311

(3) 技術資料の審査及び指名審査

技術資料等の審査確認日は入札・契約手続運営委員会の開催日とする。

(4) 本業務に係る協定締結は、令和５年３月１５日を予定している。



河川名 区域名 対象地域

常願寺川 右岸　河口～大日橋 富山土木センター管内

右岸　大日橋～立山橋 富山土木センター管内

左岸　河口～大日橋 富山土木センター管内

【４区域】 左岸　大日橋～立山橋 富山土木センター管内

神通川 右岸　河口～富山大橋 富山土木センター管内

右岸　富山大橋～新保大橋及び
   熊野川（合流点～興南大橋）

富山土木センター管内

右岸　新保大橋～神通川第三発電所 富山土木センター管内

左岸　河口～富山大橋 富山土木センター管内

左岸　富山大橋～新保大橋 富山土木センター管内

左岸　新保大橋～神通川第三発電所 富山土木センター管内

井田川　合流点～落合橋 富山土木センター管内

【８区域】 井田川　落合橋～十三石橋 富山土木センター管内

庄　川 右岸　河口　～高岡大橋 高岡土木センター管内

右岸　高岡大橋～中田橋 高岡土木センター管内

右岸　中田橋～庄川合口ダム 高岡・砺波土木センター管内

左岸　河口　～高岡大橋 高岡土木センター管内

左岸　高岡大橋～中田橋 高岡土木センター管内

【６区域】 左岸　中田橋～庄川合口ダム 高岡・砺波土木センター管内

小矢部川 河口～五位橋 高岡土木センター管内

五位橋～石動大橋 高岡土木センター管内

【３区域】
　 石動大橋～旅川合流点及び
    　  渋江川（合流点～直轄上流端)

　 高岡・砺波土木センター管内

★富山県の土木センター管内の定義

土木センター名 管内市町村名

富山土木センター 富山市

立山町

上市町

１市２町１村 舟橋村

高岡土木センター 高岡市

射水市

氷見市

４市 小矢部市

砺波土木センター 砺波市

２市 南砺市

富
山
県
東
部
地
域

富
山
県
西
部
地
域

【別紙－１】富山河川国道事務所の災害応急対策区域及び対象地域
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別紙－１(1) 災害応急対策区域図



凡 例

水防上最も重要な区間（A)
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令和4年度 神通川重要水防区域図

別紙－１(2) 災害応急対策区域図



凡 例

水防上最も重要な区間（A)

水防上最も重要な区間（B)

要 注 意 区 間

水防上巡視を必要とする構造物（A)

水防上巡視を必要とする構造物（B)

水防上巡視を必要とする構造物（要注意)

その他の所管による倉庫

整備局水防倉庫・資材置き場
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令和4年度 庄川重要水防区域図

別紙－１(3) 災害応急対策区域図



凡 例

水防上最も重要な区間（A)

水防上最も重要な区間（B)

要 注 意 区 間

水防上巡視を必要とする構造物（A)

水防上巡視を必要とする構造物（B)

水防上巡視を必要とする構造物（要注意)

その他の所管による倉庫

整備局水防倉庫・資材置き場
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令和4年度 小矢部川重要水防区域図別紙－１(4) 災害応急対策区域図



（別紙－２）

評 価 項 目 選 定 の 着 目 点 ３A ２Ａ Ａ Ｂ Ｃ

①地理的条件 (1) 本社の所在地 ｲ)別紙－１の対象地域に本社がある。

②施工実績
(1) 同種工事の施工実績
　　（H20年度以降）

ｲ)富山河川国道事務所発注の施工実績があ
る。

ﾛ)実績無し

(1) 同種工事の工事経験を有
する会社の技術者数

ｲ)富山河川国道事務所発注の工事経験を有
し且つ、資格を有する技術者が5名以上い
る。

ﾛ）富山河川国道事務所発注
の工事経験を有し且つ、資格
を有する技術者が5名未満。

ﾊ）資格を有する技
術者がいない又は
工事経験がない

(2)河川技術者資格の登録者
数

ｲ)河川維持管理
技術者の資格を
有する技術者が1
名以上いる。

ﾛ)河川点検士の資格を有する技術者が１名
以上いる。

(1) 安全管理に関する表彰
　　（Ｒ３～Ｒ４年度）

ｲ)表彰有り。

ﾛ）表彰を受けた翌日から技
術資料の提出期限日までに、
文書注意、警告又は指名停
止の措置を受けた場合
ﾊ）表彰無し

(2) 建退協の加入状況 ｲ）加入している ﾛ）加入していない。

⑤工事成績

北陸地方整備局発注工事(港
湾空港関係事務に関すること
を除く)における令和２年度、
令和３年度の一般土木工事
の工事成績評定の平均点。
JV時及び単体時の工事成績
も評価の対象とする。

ｲ）８０点以上
ﾛ）７５点以上８０
点未満

ﾊ）７０点以上７５点未満
ﾆ）６５点以上７０点未満又は
実績なし

ﾎ)６５点未満

⑥出動所要時
間又は距離

出動所要時間と緊急的な応
急対策の実施関係

ｲ）出動所要時間１時間未満又は２０ｋｍ未満 ﾛ）ｲ）以外

⑦常用作業員
数及び建設資
機材等

緊急的な災害応急対策の実
施関係（常用作業員数、建設
機械の保有状況）

ｲ）常用作業員１０名以上で、かつ自社持ちの
バックホウで山積０．８㎥級以上の建設機械
を２台以上保有している場合。

ﾛ）ｲ）以外

⑧不誠実な行
為・安全管理に
係る措置期間
終了後の措置

不誠実な行為安全管理に係
る措置を受けた者が対象
注）審査日は、入札・契約手
続き運営委員会の開催日と
する。

ｲ）－２Ａ
・審査日時点で、
措置期間終了日
の翌日から起算し
て当該措置期間と
同期間内の場合

ﾛ）－Ａ
・審査日時点で、ｲ）の期間終了日の翌日か
ら起算して当該措置期間の２倍の期間内の
場合
ﾊ）－Ａ
・審査時点で「文書注意」又は「口頭注意」の
措置期間内の場合

評価方法 （１）②、③、⑤でＣが一つでもあれば非指名とする。

      　　　　 （２）項目①～⑧のＡの数、工事点数、参考項目を総合的に判断し、順位付けする。 

技術審査基準

④安全・労働
福祉

③技術者評価


